
２００６年（平成１８年）２月号

６

　　日　　程
２月１７日（金）
２月２０日（月）
２月２１日（火）
２月２７日（月）
２月２８日（火）
３月　１日（水）
３月　２日（木）
３月　３日（金）
３月　６日（月）
３月　７日（火）
３月　８日（水）
３月　９日（木）

　　　　　　会　　　　場
千代集会所　柳原集会所
本郷公民館　宮野集会所
日進公民館
茶屋集会所　神瀬集会所
下楠集会所　上楠コミュニティセンター
粟生公民館　高奈集会所
長ケ集会所　下三瀬集会所
上三瀬公民館　弥起井集会所
上菅集会所　下菅集会所
川合１集会所　川合２集会所
大滝農構センター　滝広老人憩いの家
大台町役場１階ロビー

日　　程
２月１６日（木）

２月１７日（金）

２月２０日（月）

２月２１日（火）
２月２２日（水）

２月２７日（月）
２月２８日（火）

３月　１日（水）

３月　２日（木）

３月　３日（金）

３月　６日（月）

３月　７日（火）

３月　８日（水）

大　字
上真手
茂　原
本田木屋
小切畑
浦　谷
江　馬
下真手
泉
天ヶ瀬
栗　谷
熊　内
薗
清　水
明　豆
小滝・御棟
神　滝
滝　谷
大　井
南
唐　櫃
岩　井
桧　原

久豆・若山・大杉

　　　会　　　場
上真手集会所
茂原集会所
本田木屋生活改善センター
小切畑生活改善センター
浦谷集会所
江馬集会所
下真手集会所
泉集会所
天ヶ瀬集会所
栗谷生活改善センター
熊内集会所
薗集会所
清水集会所
明豆集会所
小滝集会所
神滝集会所
滝谷集会所
大井集会所
南集会所
唐櫃生活改善センター
岩井本郷集会所
桧原集会所
久豆生活改善センター

所得税の確定申告はお早めに!!所得税の確定申告はお早めに!!

◆確定申告をしなければならない人◆
・事業をしている場合、不動産収入のある場合、土地や建物
　を売った場合などで、平成１７年中（１月から１２月）の
　所得金額の合計額から所得控除の合計額を差し引き、その
　金額を基に算出した税額が配当控除を超える場合。
・サラリーマンで、給与の収入が２，０００万円を超える場
　合、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が２０万
　円を超える場合など。
　※申告書は、昨年までの状況を参考に、名古屋国税局から
　　直接郵送される方があります。
◆白色申告の方は「収支内訳書」の添付を◆
　事業所得や不動産所得、山林所得のある人は、確定申告書
を提出するとき（青色申告書を提出する場合を除きます。）
その年の総収入額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」
を必ず添付しなければなりません。

平成１７年分の所得税の確定申告が始まります。

と　　き：2月22日（水）・23日（木）・24日（金）
場　　所：大台町役場本庁　　２階大会議室
相談時間：㈰午前９時３０分～正午
　　　　　㈪午後１時～午後３時４５分
と　　き：２月２４日（金）
場　　所：大台町役場宮川総合支所　１階会議室
相談時間：㈰午前１０時～正午
　　　　　㈪午後１時～午後３時３０分
※譲渡（土地などを売ったとき）所得についての納税相談は
行っておりませんので申告期間中は松阪商工会議所へお出か
けください。
≪お問合せ先≫
　松阪税務署　　　　　　０５９８－５２－３０２４
　大台町役場本庁税務課　　　　　　８２－３７８４
　大台町役場宮川総合支所税務室　　７６－１７１８

税務署員による納税相談日

　平成１８年2月１６日から３月１５日の確定申告会場は、
昨年に引き続き松阪商工会議所１階大ホールです。（松阪市
若葉町１６１－２）
※　申告会場では、職員がアドバイスをさせていただきなが
　　ら、ご自身で確定申告書を作成していただく「自書申告」
　　をお願いしております。ご準備を早めにお願いします。
※　期間中、申告会場は大変混雑しますので、できるだけ
　　ご自身で確定申告書を作成していただき郵送で提出いた
　　だきますようお願いします。
※　この期間中は松阪税務署では、確定申告書のご提出のみ
　　受付けておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

　【インターネットでも申告書が作成できます。】
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
　http://www.nta.go.jp/

確定申告は、松阪商工会議所でも受付けています。

◎所得税のかからない方でも、住民税（町県民税）のための
　申告が必要です。２月１６日（木）から下記のとおり各字
　の集会所で申告受付と納税相談を実施します。
◎住民税（町県民税）申告受付と相談は、役場税務課・税務
　室職員がお受けします。
※この会場では確定申告の受付はできません。
※受付時間は、いずれの日も、午後６時から午後７時までです。
詳しくは、役場税務課（182-3784）又は、役場宮川総合支
所税務室（176-1718）までお問い合わせください。

平成１７年分　住民税申告のお知らせ

◆問い合わせ先◆
松阪税務署　個人課税部門　松阪市高町４９３番地６

1 ０５９８－５２－３０２４（直通）

平成１８年度（平成１７年分）住民税（町県民税）申告受付日程

申告受付期間２月１６日(木)～３月１５日(水)
※土曜日・日曜日を除きます

確定申告 住民税申告


